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動画配信について 

 

今回の全国大会は「動画」を使用して実施予定です。現時点で実施する内容は、自団体パフォ

ーマンスと自団体紹介動画を当協会にお送りいただき、自団体パフォーマンスを５名の講評者が

講評を行います。またお送りいただきました自団体パフォーマンスと自団体紹介動画を特別賛助

会員の株式会社日本パルス様に DVD作成をしていただき、各団体に配布させていただきます。以

上が現時点で行う内容です。 

８月７日付で当協会ホームページに掲載した「ビデオ収録と提出の手引き」で、「ビデオ配信

にて全国大会を行う」とお知らせいたしましたが、一般社団法人日本音楽著作権協会（以下

「JASRAC」といいます。）に確認したところ、動画を作成及び配信するにあたり以下の２点の指

摘を受けました。 

１：講評用動画を作成することについて 

動画を作成する場合、利用許諾が必要です。 

→動画作成に関しては当協会が取りまとめて利用許諾申請を行い、講評を実施します。 

２：動画配信を行うことについて 

動画配信において音楽を利用するためには、別途配信の為の利用許諾申請が必要です。 

→現時点では動画配信が困難だと判断し、実施を保留とさせていただきます。 

 配信実施を保留する理由  

当協会から皆様にお知らせしております「大会における著作権ついて」に基づき、各団体が手

続きされている申請は、楽曲使用に関する申請（編曲、楽譜コピー許諾）です。申請が許可され

た楽曲を動画配信するためには、別途、動画作成と動画配信 2つの利用許諾申請が必要となり

ます。その利用許諾申請を行う際に、許諾にかかる費用が高額になる場合や、許諾を得るまでに

長い期間を要する場合、または許諾が得られない場合が想定される為、動画の配信実施を保留と

いたします。 

尚、現在 JASRACを含む関係機関と、今大会において YouTubeを利用した動画配信の実現に向

けて協議をしております。決定次第ご案内申し上げます。 

 

■YouTube等動画配信サービスを利用しての動画投稿に関する留意点 

JASRACのホームページによると、YouTube等の JASRACが利用許諾契約を締結している動画投

稿サービスにおいて、JASRACの管理する日本の楽曲を利用した動画をアップロードする場合に

は、利用許諾申請を行うことなく利用することができます。 

しかしながら、JASRACが管理する外国の楽曲を利用する場合は、あらかじめ配信の為の利用

許諾申請（上記）を行い、許諾を得た上で利用する必要があります。詳しくは下記に記載した

JASRACホームページ参考資料を参照してください。 

【JASRACホームページ参考資料】 

YouTube等の動画投稿サービスでの音楽利用について 

https://www.jasrac.or.jp/news/20/interactive.html 

https://www.jasrac.or.jp/news/20/interactive.html


８月７日付でホームページに掲載した内容を変更しましたのでお知らせいたします。 

 

ビデオ収録と提出の手引き Version２ 

 

２０２０年 ８月 ７日作成 

２０２０年１０月１４日更新 

 

 

一般社団法人日本マーチングバンド協会 

第４８回マーチングバンド全国大会実行委員会 

 

この「ビデオ収録と提出の手引き」では、 

下線部分についてはお守りいただきたい必須事項、それ以外については参考情報として表記し

てあります。 

 

１．動画撮影方法について 

（１）撮影者 

①音楽著作権保護の観点から専門業者に依頼しての撮影は禁止。 

出演団体に関わる個人が撮影した未編集動画を作成する。 

②撮影については自団体で行う。 

（近隣地域での団体間で協議の上、撮影場所の共有は可とする。） 

 

（２）撮影に使用する機材 

①外部入力マイクを使用する場合はワンポイントマイクに限定する。 

②家庭用ビデオカメラで撮影することを推奨するが、スマートフォンでの撮影も可とす

る。 

③全体が収まる画角サイズで撮影することが望ましい。 

（映像に歪みのある魚眼レンズまたは GoProは使用不可） 

④三脚等を使用し、ビデオカメラを固定した状態で撮影すること。 

 

（３）撮影する環境 

①センターにカメラを設置し、俯瞰で（右の写真参照） 

常に全体が映されている状態で撮影を行う。 

②屋内、屋外の制限は設けない。 

③Pitの演奏している状況が画面で確認出来る事を推奨する。 

指揮者に関してはその限りでは無い。 

④音声収録上の注意点として、残響が長く演奏が破綻して聞こえる会場での撮影は控え

る。また屋外の場合は、風ノイズが入らない様に注意をする。 

 

 

 



２．撮影する素材について 

（１）撮影素材は、下記の２種類とする。 

①自団体のパフォーマンス（時間は実施要項で定められた時間内） 

 

 

 

 

 

②自団体の紹介動画（１分以内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）①自団体のパフォーマンスはコロナ禍での厳しい活動環境の中、何よりも安全を第一に無

理のない範囲の作品として、撮影すること。また演奏演技開始から終了までの通し撮影と

し、編集は行わないこと。入退場の撮影は不要とする。 

（３）②自団体紹介動画は、作品に対する思い、団体紹介、練習エピソード等、従来の全国大会

にはない企画であり有効に活用する。また編集は可とするが、BGM音源の使用等により音

楽、音源の権利を侵害するものは使用不可とする。（著作権フリーの BGMを使うこと）   

 

３．撮影に関するその他 

（１）撮影に関する責任 

①撮影に関する事故等についての一切の責任は参加団体がもつこと。 

②新型コロナウイルス感染拡大防止に関しては最大限の注意を払い撮影すること。 

③移動や撮影中の不慮の事故も想定し、傷害保険等も適切に対応すること。 

④自団体紹介動画について、映像に映されている被写体、または映像権利者の許可を得る

こと。 

（２）撮影にかかる経費への補助 

撮影にかかる経費（会場費、移動費、機材費）への補助として、参加団体一律に 

１０，０００円を協会にて補填する。 

 

４．動画提出期間と撮影動画収録期間 

（１）撮影動画提出期限 

各支部より推薦された日から２０２０年１２月２０日（日曜日）必着 

（２）撮影動画収録期間 

各支部より推薦された日から、動画提出期限の２０２０年１２月２０日（日曜日）必着ま

でに間に合う期間 

②自団体の 

紹介動画 

１分以内 

①自団体の 

パフォーマンス 

演奏演技時間 
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①小学生の部・中学生の部は６分３０秒以内とする。 

②高等学校の部・一般の部は８分以内とする。 

 



５．提出内容 

動画データ → 講評用及び記念 DVD作成用 

下記①②いずれかの方法で素材を送付する。 

①家庭用ビデオカメラで撮影したものは、記録した媒体（SDカード等）そのものを協会

事務局に送付する。 

②スマートフォンで撮影したものは、協会メールアドレス（jmba@japan-mba.org）にギガ

ファイル便(https://gigafile.nu)にて送付する。 

※家庭用ビデオカメラで撮影したもの、スマートフォンで撮影したものの如何に関わら

ず、圧縮や変換を行わずに上記の方法で送付すること。 

※メールや郵送の未着等に備えデータのバックアップを必ず行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０ 

動画データ 
講評用 

②自団体の 

紹介動画 

１分以内 

①自団体の 

パフォーマンス 

演奏演技時間 

日本パルス 

記念 DVD作成用 

①小学生の部・中学生の部 ６分３０秒以内 

②高等学校の部・一般の部 ８分以内 

 

自団体パフォーマンス 

動画データの収録時間 

10秒間の余白 10秒間の余白 



６．配信について 

 

配信は２０２１年１月１６日（土曜日）、１７日（日曜日）を予定。 

タイムテーブル等の詳細は後日告知する。 

提出していただく動画データについて複数の権利が含まれております。 

これまでの大会とは著作権に於いて大きく異なる内容となっていますので、著作権についてご説

明いたします。大会参加において必要な著作権処理は、著作権法に基づき、対応をしてください。 

（協会ホームページ、大会における著作権について参照の事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■著作物とは 

個人または企業などによって“オリジナルで”創作されたものはすべて「著作物」とみなされ

ます。企業などの動画広告・動画コンテンツはもちろんのこと、個人が撮影したホームビデオ

なども著作物に該当します。ただし、他人のマネをして制作されたものは、著作物に該当しま

せん。 

なお、アイデアは著作物として認められていません。あくまで“表現”としてアウトプットさ

れたものが著作物であり、その背景にあるコンセプトなどは対象とならないのです。 

※著作物一例：映像本編、キャッチコピー、楽曲・歌詞、脚本、キャラクターデザイン 

※著作物とはみなされないもの一例：アイデア、企画コンセプト、作品タイトル、 

キャラクター設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動画配信は保留 

・著作者人格権 

・著作権（シンクロ権を含む） 

・著作隣接権 

・肖像権 

提出された 

動画データ 

著作者人格権とは 

著作者自身が著作物や著作者名の公

表方法を決められる（公表権、氏名

表示権）ほか、その創作物を他人に

勝手に改変されない権利（同一性保

持権）を指します。著作者人格権

は、他人に譲渡などできず、必ず著

作者に帰属します。 

著作権とは 

著作物を放映、展示、翻訳、二次使

用などができる権利です。著作権は

原則的には著作者に属するため、動

画の制作を制作会社に委託した場合

は、制作会社が著作権を有すること

になります。 

ただし、著作権は譲渡可能な権利の

ため、双方合意の上で、依頼主側に

権利を移すこともできます。また、

制作会社側が著作権を保有しながら

も、依頼主側での一定範囲の利用を

認める場合もあります。 

著作者人格権 

著作権（財産権） 

実演家の権利 

レコード製作者 
の権利 

放送及び有線放送 
事業者の権利 

著作者の権利 

著作隣接権 



提出する動画データに関する注意事項 

１.動画データにおける著作権は著作権法に基づきこれを遵守すること。 

（１）動画撮影において、団体が著作権（著作者人格権を含む）を有する必要がある。撮影者

が第三者（撮影業者も含む）の場合、著作権（著作者人格権を含む）は撮影者の第三者

となるので、必ず自団体にて撮影を行うこと。 

（２）大会で使用した動画データについてトラブルが生じた場合は団体の責任の下に処理を行

うこと。 

（３）自団体紹介動画に BGM を使用する場合は著作権フリー楽曲を使用すること 

 

２．動画に含めてはならないもの 

（１）参加者以外を無断で撮影するなど、第三者の著作権、肖像権、商標権、所有権、その他

の権利を侵害するもの 

（２）制作物等の販売活動を主な目的とするもの 

（３）宗教的又は政治的な宣伝・主張を目的とするもの 

（４）特定の個人又は団体を誹謗中傷することを主な目的とするもの 

（５）寄付やその勧誘を主な目的とするもの 

（６）児童ポルノ、差別的・暴力的言動、ヘイトスピーチなど公序良俗に反するもの 

（７）日本国憲法、法律、政令、条例等社会で定められている法令に違反するもの 

 

３．提出された動画データの権利、使用取扱い ※収録された音源の権利は含めません。 

（１）提出された動画データの著作権は、全て一般社団法人日本マーチングバンド協会に帰属

するものとする。尚、団体は著作者人格権を行使しないものとする。 

（２）動画データには、技術的制約により、解像度その他に補正が加えられる場合がある。 

（３）提出された動画データの制作者の名称等の情報は、一般社団法人日本マーチングバンド

協会が新聞・雑誌・ホームページへの掲載、テレビ放送・インターネットでの送信、広

告・宣伝への利用または商品化するなど、営利非営利を問わず利用することに同意したも

のとする。 

 

４．その他 

（１）提出された動画データについて、第三者からの権利侵害、損害賠償請求などの主張ない

し請求があった場合、団体の責任の下に処理を行うこと。 

（２）提出に係る費用については、全て団体の負担とする。 

（３）提出された動画データについては、一切返却しない。 


